
貸　借　対　照　表

（平成27年３月31日現在）
（単位：百万円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産

現 金 お よ び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

土 　 　 地

建 設 仮 勘 定

リ ー ス 資 産

そ 　 の 　 他

無形固定資産

借 地 権

リ ー ス 資 産

そ の 他
投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

破 産 更 生 債 権 等

開設者預託保証金

保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

14,281

3,638

146

6,703

3,604

3

530

43

6

△395

6,165

4,543

1,436

1

2,603

323

60

116

314

59

20

234

1,307

709

125

3,135

34

31

47

△2,774

流 動 負 債 11,187

受 託 販 売 未 払 金 342

買 掛 金 4,149

短 期 借 入 金 6,000

未 払 法 人 税 等 71

未 払 費 用 296

リ ー ス 債 務 56

そ 　 の 　 他 270

固 定 負 債 2,264

預 り 保 証 金 811

リ ー ス 債 務 30

退 職 給 付 引 当 金 1,368

繰 延 税 金 負 債 34

そ 　 の 　 他 19

負 債 合 計 13,451

（純資産の部）

株 主 資 本 6,676

資 　 本 　 金 2,628

資 本 剰 余 金 1,627

資 本 準 備 金 1,627

利 益 剰 余 金 2,442

利 益 準 備 金 494

その他利益剰余金 1,948

繰越利益剰余金 1,948

自 己 株 式 △23

評価・換算差額等 319

その他有価証券評価差額金 319

純 資 産 合 計 6,995

資 産 合 計 20,447 負債・純資産合計 20,447

  (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

（単位：百万円）

科　　　　目 金　　　　額

売 上 高 112,241

売 上 原 価 106,203

売 上 総 利 益 6,038

販売費および一般管理費 5,270

営 業 利 益 767

営 業 外 収 益

受 取 利 息 7

受 取 配 当 金 32

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 21

そ の 他 31 93

営 業 外 費 用

支 払 利 息 34

そ の 他 6 40

経 常 利 益 819

特 別 利 益

投資有価証券売却益 15

受 取 補 償 金 75 91

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 52 52

税 引 前 当 期 純 利 益 858

法人税、住民税および事業税 81

法 人 税 等 調 整 額 △46 35

当 期 純 利 益 823

  (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで）

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資
本 合 計資 本

準 備 金
利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利益剰余
金 合 計繰越利益剰余金

当期首残高 2,628 1,627 494 1,372 1,866 △23 6,099
会計方針の変更による累積
的影響額

△152 △152 △152

会計方針の変更を反映
した当期首残高

2,628 1,627 494 1,219 1,714 △23 5,947

当期変動額

剰余金の配当 △94 △94 △94

当期純利益 823 823 823

自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 728 728 △0 728

当期末残高 2,628 1,627 494 1,948 2,442 △23 6,676

評価・換算差額等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金

当期首残高 211 6,311
会計方針の変更による累積
的影響額

△152

会計方針の変更を反映
した当期首残高

211 6,159

当期変動額

剰余金の配当 △94

当期純利益 823

自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

108 108

当期変動額合計 108 836

当期末残高 319 6,995

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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[個別注記表]

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１　有価証券の評価基準および評価方法

(1) 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

２　デリバティブの評価基準および評価方法

時価法

３　たな卸資産の評価基準および評価方法

個別原価法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により

算定)

４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定

額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法、貸倒懸念債権お

よび破産更生債権等については財務内容評価法に基づいて計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、期間定額基準によっております。

－ 4 －



②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ

る定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

６　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている金銭債権債務については、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　為替予約取引

ヘッジ対象　　売掛金および買掛金

(3) ヘッジ方針

為替予約取引については、外貨建売掛債権および一部魚種の代金に振当てる用途に限定する

方針であります。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

振当処理によっているため、省略しております。

(5) リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

為替予約取引は、営業担当部署で実行し、海外室および総務部で管理しております。なお、

取引限度額を仕入および販売予定の成約済輸出入外貨代金を限度とする方針であります。

７　消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

会計方針の変更に関する注記

　（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号  平成24年５月17日。以下、「退職給付会

計基準」という。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

25号  平成27年３月26日）を当事業年度より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を

見直し、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退

職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用す

る方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当事業年度の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を

繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が152百万円増加し、繰越利益剰余金が152百万円

減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ

９百万円増加しております。

なお、当事業年度の１株当たり純資産額は4.83円減少し、１株当たり当期純利益金額は0.29円増

加しております。
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